
一
定
と
し
て
平
等
も
城
等
も
い
か
り
て
此
一
門
を
さ
ん
さ
ん
と
な
す
事
も
出
来
せ
ば
、
眼
を
ひ
さ
い
で
観
念
せ
よ
、
（
弘
安
二
年
十
月

一
日
「
聖
人
御
難
事
」
、
定
遺
一
六
七
四
頁
）

安
達
泰
盛
が
得
宗
被
官
の
上
首
平
頼
綱
と
並
ん
で
北
条
時
宗
政
権
の
最
有
力
者
で
あ
り
、
日
蓮
の
宗
教
活
動
に
有
形
無
形
の
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
筆
者
は
日
蓮
研
究
を
深
化
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
同
時
代
鎌
倉
政
治
史
研
究
の
援
用
が
不
可
欠
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、
安
達
泰
盛
に
つ
い
て
の
理
解
は
必
要
で
あ
る
。
紙
数
制
限
に
合
わ
せ
、
こ
こ
で
は
安
達
泰
盛

の
妹
が
北
条
時
宗
と
結
婚
す
る
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
を
目
安
に
、
そ
れ
ま
で
の
安
達
泰
盛
の
事
績
を
中
心
に
、
そ
の
兄
弟
の
事
績
を

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

日
蓮
遺
文
に
は
安
達
（
城
）
泰
盛
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
二
ヶ
所
に
所
見
が
あ
る
。

大
が
く
と
申
人
は
、
ふ
つ
う
の
人
に
は
に
ず
、
日
蓮
が
御
か
ん
き
の
時
身
を
す
て
か
た
う
ど
し
て
候
し
人
な
り
、
此
仰
は
城
殿
の
御
計

な
り
、
城
殿
と
大
が
く
殿
は
知
音
に
て
を
は
し
候
、
其
故
は
大
が
く
殿
は
坂
東
第
一
の
御
て
か
き
、
城
介
殿
は
御
て
を
こ
の
ま
る
る
人

也
、
（
弘
安
元
年
「
大
学
三
郎
御
書
」
、
定
遺
一
六
一
九
頁
）

〔
寄
稿
〕

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟

川

添
昭
二

（〃）



安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

併
叙
し
て
、
鎌
倉
政
治
史
の
一
素
材
を
提
示
し
、
日
蓮
研
究
に
備
え
て
ゑ
た
い
。

（
■
且
）

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
四
月
二
十
三
日
、
十
一
歳
の
北
条
時
宗
は
、
安
達
義
景
の
娘
で
十
歳
の
堀
内
殿
と
結
婚
し
た
。
堀
内
殿
は
、

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
七
月
四
日
、
義
景
四
十
三
歳
（
卒
去
の
前
年
）
の
と
き
の
生
誕
で
あ
る
ｏ
堀
内
殿
が
北
条
時
宗
に
嫁
し
た
と
き

は
父
義
景
の
没
後
で
あ
り
、
安
達
氏
の
惣
領
で
二
十
二
歳
年
上
の
泰
盛
が
親
代
り
で
世
話
を
し
た
と
思
わ
れ
る
ｏ
堀
内
殿
は
北
条
時
宗
の

正
室
で
、
貞
時
の
母
で
あ
る
。
潮
音
院
と
号
し
、
松
岡
殿
と
い
わ
れ
、
駈
入
寺
（
縁
切
寺
）
と
し
て
知
ら
れ
る
鎌
倉
東
慶
寺
の
開
基
で
あ

る
。
徳
治
元
年
（
一
三
○
六
）
十
月
九
日
没
、
法
名
は
覚
山
志
道
尼
で
あ
る
。
堀
内
殿
が
北
条
時
宗
の
正
妻
に
な
っ
た
こ
と
は
、
何
よ
り

も
安
達
氏
（
泰
盛
）
の
政
治
的
地
歩
を
固
め
る
こ
と
に
役
立
っ
た
。
以
下
、
安
達
泰
盛
を
中
心
に
、
そ
の
兄
弟
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
こ
う
。

（
⑰
色
）

安
達
泰
盛
の
曽
祖
父
藤
九
郎
盛
長
は
源
頼
朝
の
幕
府
創
業
を
助
け
た
功
臣
で
あ
る
。
祖
父
景
盛
・
父
義
景
は
執
権
政
治
の
確
立
に
力
を

致
し
、
宝
治
合
戦
で
は
北
条
時
頼
の
三
浦
氏
に
対
す
る
巧
象
な
撹
乱
・
挑
発
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
三
浦
氏
打
倒
の
正
面
に
立
ち
、
時
頼

（
３
）

の
権
力
確
立
を
助
け
、
自
家
勢
力
を
躍
進
さ
せ
た
。
安
達
氏
は
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
景
盛
が
武
門
の
名
誉
と
す
る
秋
田
城
介
に
な

っ
て
以
来
、
義
景
・
泰
盛
と
正
嫡
は
秋
田
城
介
に
な
っ
た
。
安
達
氏
は
、
評
定
衆
・
引
付
衆
な
ど
幕
府
の
重
要
政
務
の
担
当
を
通
じ
て
勢

力
を
蓄
え
た
が
、
盛
長
以
来
四
代
に
わ
た
り
上
野
守
護
と
し
て
そ
の
勢
力
を
強
固
な
も
の
に
し
た
。
上
野
以
外
の
守
護
と
し
て
は
、
盛
長

（
４
）

の
と
き
の
三
河
、
景
盛
の
と
き
の
摂
津
、
泰
盛
の
と
き
の
肥
後
が
あ
る
。
安
達
氏
の
勢
力
が
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
逸
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
他
氏
と
の
婚
姻
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
、
北
条
氏
得
宗
及
び
北
条
氏
一
門
と
の
婚
姻
が
あ
げ
ら
れ
る
ｏ
義
景
の
妹

松
下
禅
尼
が
北
条
泰
時
の
嫡
男
時
氏
に
嫁
し
て
経
時
・
時
頼
ら
を
生
ん
で
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
義
景
の
子
息
顕
盛
の
妻
は

北
条
政
村
の
娘
で
あ
る
。
そ
の
他
、
後
述
の
よ
う
に
、
小
笠
原
氏
・
宇
都
宮
氏
・
武
藤
氏
・
二
階
堂
氏
な
ど
、
有
力
御
家
人
・
幕
府
法
曹

（
尽
凹
）

吏
僚
系
武
士
と
の
婚
姻
関
係
が
知
ら
れ
る
。
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義
景
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
六
月
三
日
、
四
十
四
歳
で
没
す
る
が
、
そ
の
子
女
は
多
く
、
泰
盛
段
階
で
飛
躍
的
に
勢
力
を
拡
大
し

た
大
き
な
理
由
を
な
し
て
い
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
が
義
景
の
子
女
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
頼
景
・
景
村
・
泰
盛
・
時
盛
・
重
景
・
顕

盛
・
長
景
・
時
景
の
八
人
の
子
息
と
女
子
三
人
の
計
十
一
人
で
あ
る
。
女
子
は
大
江
宗
秀
の
母
（
時
秀
の
妻
）
、
宇
都
宮
景
綱
の
妻
、
北

条
時
宗
の
妻
と
な
っ
て
い
る
。
時
宗
の
妻
に
な
っ
た
女
子
以
外
は
、
そ
の
事
績
は
不
詳
で
あ
る
。

次
郎
頼
景
は
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
正
月
九
日
六
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
か
ら
、
逆
算
す
る
と
寛
喜
元
年
（
二
三
九
）
義
景
二
十

歳
の
と
き
の
生
ま
れ
に
な
る
。
泰
盛
よ
り
二
歳
年
上
で
あ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
で
は
城
次
郎
と
記
さ
れ
て
お
り
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
関
戸
次

郎
と
号
し
た
と
し
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
で
は
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
正
月
二
十
三
日
条
に
城
次
郎
の
名
で
笠
懸
の
射
手
と
し
て
見
え

（
６
）

る
の
が
初
見
で
あ
る
。
と
き
に
十
三
歳
。
元
服
後
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
計
四
十
七
ヶ
所
ほ
ど
の
所
見
が
あ
る
。
多
く
は

供
奉
関
係
で
あ
る
。
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
十
一
月
二
十
二
日
条
の
出
家
の
記
事
が
最
後
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
笠
懸
・
犬
追
物
・
流

鏑
馬
な
ど
の
射
手
を
し
て
お
り
、
射
芸
に
長
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
建
長
二
年
（
一
二
五
○
）
十
二
月
二
十
七
日
近
習
結
番
三

番
、
同
四
年
四
月
三
日
格
子
番
一
番
、
同
年
十
一
月
十
二
日
間
見
参
結
番
三
番
な
ど
、
他
の
安
達
氏
の
子
息
同
様
将
軍
近
仕
の
役
を
つ
と

め
て
い
る
。
正
嘉
元
年
（
三
一
五
七
）
十
一
月
二
十
三
日
、
北
条
実
時
の
息
男
（
時
方
、
後
の
顕
時
）
の
元
服
に
理
髪
役
を
し
て
お
り
安

達
氏
と
金
沢
氏
の
親
密
な
関
係
の
一
端
が
知
ら
れ
る
。
顕
時
が
弘
安
八
年
の
霜
月
騒
動
に
連
座
し
て
下
総
埴
生
庄
に
龍
居
さ
せ
ら
れ
た
の

も
安
達
氏
と
親
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
、
宗
尊
親
王
が
無
事
鎌
倉
入
り
を
し
た
こ
と
を
奏
聞
す
る
使
者
と
し
て
上
洛
。
翌
五
年
十
二
月
、
泰
盛

と
一
緒
に
引
付
衆
に
な
り
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
三
月
丹
後
守
に
任
じ
、
叙
爵
し
て
い
る
。
幕
府
に
一
応
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
が
、
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
六
月
に
、
同
じ
引
付
衆
の
後
藤
基
政
と
と
も
に
六
波
羅
の
評
定
衆
に
な
っ
て
上
洛
し
て
お
り
、
幕
政

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

(21)



次
の
景
村
は
城
三
郎
と
呼
ば
れ
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
大
室
三
郎
と
記
さ
れ
て
い
る
。
年
齢
は
不
詳
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
八
ケ
所
ほ
ど

の
所
見
が
あ
る
。
将
単
頼
嗣
が
由
比
の
浦
に
犬
追
物
を
覧
た
建
長
二
年
（
一
二
五
○
）
八
月
十
八
日
の
供
奉
者
の
中
に
三
郎
の
名
が
始
め

て
見
え
る
。
こ
の
と
き
頼
景
は
二
十
二
歳
、
泰
盛
は
二
十
歳
で
あ
る
か
ら
、
二
十
一
歳
ぐ
ら
い
が
目
安
に
な
ろ
う
。
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事

は
、
ほ
と
ん
ど
供
奉
の
記
事
で
あ
る
。
建
長
二
年
十
二
月
二
十
七
日
、
将
軍
の
近
習
結
番
の
う
ち
五
番
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
が

特
記
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
六
月
十
七
日
、
鶴
岡
放
生
会
供
奉
人
の
な
か
に
見
え
る
の
を
最
後
と
し
て
、
以
後

宗
で
あ
ろ
う
。

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

中
枢
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
安
達
氏
興
廃
の
命
運
を
か
け
た
宝
治
合
戦
は
、
景
盛
の
督
励
下
に
義
景
・
泰
盛
父
子
が
中
心
と
な
っ
て
活
動

し
て
お
り
、
頼
景
は
脇
役
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
六
波
羅
評
定
衆
へ
の
転
出
も
、
安
達
氏
の
勢
力
拡
充
か
ら
い
え
ば
、
幕
府
の
重
要
な
出
先

機
関
に
外
援
的
勢
力
を
配
置
し
た
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
頼
景
は
惣
領
泰
盛
の
兄
で
あ
り
、
鎌
倉
に
あ
っ
て
は
微
妙
な
問
題
が
あ
っ
た

ろ
う
。
北
条
時
宗
と
庶
兄
時
輔
と
の
、
執
権
と
六
波
羅
探
題
と
の
関
係
の
、
ま
さ
に
縮
少
版
で
あ
る
。
弘
長
三
年
十
一
月
、
北
条
時
頼
の

卒
去
に
と
も
な
っ
て
弟
の
時
盛
ら
と
と
も
に
出
家
し
、
法
名
を
道
智
と
号
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
頼
景
の
頼
の
字
は
時
頼

か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
六
波
羅
評
定
衆
に
転
じ
た
あ
と
、
同
じ
よ
う
な
運
命
を
辿
っ
て
い
る
探
題
の
北
条
時
輔
と
親

し
く
な
っ
た
の
は
当
然
で
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
時
輔
が
訣
殺
さ
れ
る
二
月
騒
動
に
連
座
し
て
関
東
に
召
し
下
さ
れ
、
所
帯
二
ケ
所

を
収
公
さ
れ
て
い
る
。
『
帝
王
編
年
記
』
巻
廿
六
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
十
一
月
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
霜
月
騒
動
で
安
達
泰
盛
一
門

（
”
８
）

が
誰
さ
れ
た
折
、
泰
盛
舎
弟
丹
後
守
頼
景
錘
鑑
は
泰
盛
に
与
せ
ず
災
を
遁
れ
た
、
と
あ
る
ｏ
安
達
氏
存
亡
の
折
、
頼
景
は
本
宗
の
泰
盛
に

協
力
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
景
が
反
泰
盛
の
姿
勢
を
持
続
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
北
条
時
宗
体
制
に
対
し
て
も
批
判
的
で

あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
『
大
体
和
尚
法
語
』
に
城
丹
後
右
衛
門
な
る
人
物
が
見
え
る
が
、
頼
景
の
子
息
右
衛
門
尉
長

（22）



『
吾
妻
鏡
』
中
に
そ
の
名
は
見
出
せ
な
い
。

三
番
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
九
郎
泰
盛
は
、
北
条
時
宗
の
時
代
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
に
な
る
最
重
要
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
時
宗

（
８
）

結
婚
の
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
ご
ろ
ま
で
の
動
き
を
追
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
生
没
年
の
確
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
手
掛
り
に
な
る
の

（
の
ご
）

は
、
多
賀
宗
隼
氏
が
早
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
関
東
評
定
伝
』
弘
安
四
年
条
で
あ
る
。
同
年
二
月
、
泰
盛
の
子
息
宗
景
が
引
付
衆
に
加
わ

っ
た
と
き
の
記
事
で
、
「
干
し
時
二
十
三
歳
、
父
（
泰
盛
）
例
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
泰
盛
が
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
引
付
衆
に
な
っ
た

の
は
二
十
三
歳
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
ｏ
そ
れ
を
基
準
に
し
て
生
年
を
逆
算
す
る
と
、
泰
盛
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
の
生
ま
れ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
霜
月
騒
動
で
平
頼
綱
か
ら
訣
殺
さ
れ
た
と
き
は
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
『
尊
卑
分
脈
』
に

（
加
）

よ
る
と
母
は
小
笠
原
六
郎
源
時
長
の
娘
で
あ
る
。
小
笠
原
氏
は
甲
斐
源
氏
の
流
れ
で
あ
る
。
時
長
は
長
清
の
子
で
伴
野
六
郎
と
称
し
、
安

達
氏
歴
代
の
地
盤
で
あ
る
上
野
に
程
近
い
信
濃
国
佐
久
郡
伴
野
庄
の
地
頭
で
あ
る
。
同
庄
は
中
世
信
濃
で
は
も
っ
と
も
広
大
・
肥
沃
な
水

（
、
）

田
地
帯
で
あ
っ
た
。
時
長
の
孫
長
泰
を
は
じ
め
信
濃
伴
野
氏
の
本
系
が
霜
月
騒
動
で
泰
盛
に
味
方
し
て
多
く
討
死
し
て
い
る
の
は
、
右
の

安
達
泰
盛
の
幼
年
時
代
は
北
条
泰
時
に
よ
っ
て
執
権
政
治
が
確
立
さ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
二
十
代
の
前
半
ご
ろ
ま
で
は
時
頼
に
よ
る
執

権
政
治
の
整
備
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
間
、
笠
懸
・
犬
追
物
な
ど
の
射
手
と
し
て
、
し
ば
し
ば
す
ぐ
れ
た
射
芸
の
力
量
を
示
し
て
い
る
。

馬
術
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
徒
然
草
』
第
百
十
八
五
段
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
御
鞠
奉
行
な
ど
も
つ
と
め
鞠
に
も
堪
能
で
あ
っ

た
。
番
帳
の
清
書
な
ど
を
し
て
い
て
書
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
日
蓮
の
遺
文
「
大
学
三
郎
御
書
」
に
は
「
城
介
殿
は
御
て

を
こ
の
ま
る
る
人
也
」
（
前
引
）
と
あ
っ
て
、
泰
盛
が
、
書
道
の
名
手
で
日
蓮
の
信
徒
で
あ
る
大
学
三
郎
を
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
建
長
二
年
（
一
二
五
○
）
十
二
月
二
十
七
日
に
は
将
軍
近
習
の
結
番
一
番
で
あ
り
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
三
日
に
は

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
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安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

格
子
番
五
番
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
十
二
月
二
十
四
日
に
は
、
仙
洞
の
義
に
准
じ
た
将
軍
の
廟
衆
の
六
番
、
文
応
元
年
（
一
二
六
○
）

二
月
二
十
日
に
は
同
三
番
、
同
年
正
月
二
十
日
に
は
昼
番
衆
の
一
番
で
あ
る
。
関
東
の
有
力
御
家
人
の
多
く
が
つ
と
め
て
い
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
泰
盛
の
将
軍
近
侍
の
度
合
は
他
の
有
力
御
家
人
に
比
べ
て
、
や
は
り
高
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
将
軍
と
い
う
存
在
に
対
す
る
御
家

人
と
し
て
の
求
心
性
は
強
か
っ
た
と
ゑ
ら
れ
る
。

安
達
泰
盛
に
つ
い
て
肝
心
な
こ
と
は
、
安
達
氏
一
門
の
な
か
で
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を

知
る
手
掛
り
に
な
る
の
は
、
泰
盛
が
『
吾
妻
鏡
』
に
初
め
て
見
え
る
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
六
月
十
七
日
、
十
四
歳
の
折
の
記
事
で

あ
る
。
こ
れ
は
泰
盛
が
、
上
野
国
役
と
し
て
の
京
都
大
番
役
勤
仕
の
番
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。
当
時
の
上
野
守
護

は
父
の
義
景
で
あ
る
。
泰
盛
は
番
頭
と
し
て
上
野
の
御
家
人
を
率
い
て
京
都
大
番
役
の
催
促
・
勤
仕
に
あ
た
っ
て
い
た
。
父
の
代
官
と
し

て
安
達
氏
を
代
表
し
た
格
で
の
勤
務
で
あ
る
。
す
で
に
安
達
氏
の
惣
領
後
継
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
た
と
み
て
差
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
十
二
月
、
泰
盛
は
兄
の
次
郎
頼
景
と
と
も
に
引
付
衆
に
な
る
が
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
四
月
に
は
二
階

堂
行
泰
の
あ
と
を
う
け
て
五
番
引
付
頭
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
行
泰
が
安
達
義
景
の
あ
と
を
う
け
て
就
任
し
て
い
た
も
の

で
、
泰
盛
は
父
の
あ
と
を
つ
い
だ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
同
年
六
月
に
は
評
定
衆
と
な
る
が
、
頼
景
は
引
付
衆
の
ま
ま
で
、
幕
府
政
治
に

お
け
る
泰
盛
と
頼
景
の
差
は
明
瞭
で
あ
る
。
頼
景
が
後
に
六
波
羅
評
定
衆
に
転
ず
る
の
も
、
泰
盛
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

差
が
出
て
き
た
の
は
、
実
は
泰
盛
が
安
達
氏
の
家
督
を
継
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
義
景
が
建
長
五
年
六
月
三
日
卒
去
し
た
あ
と
、
建
長
六
年

十
二
月
、
泰
盛
は
安
達
氏
の
正
嫡
の
標
識
と
も
言
う
べ
き
秋
田
城
介
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
六
月

に
三
番
引
付
頭
と
な
り
、
同
年
十
月
に
越
訴
奉
行
と
な
る
な
ど
、
要
職
を
重
ね
て
ゆ
く
。

正
嘉
元
年
二
月
二
十
六
日
の
北
条
時
宗
元
服
の
折
に
は
烏
帽
子
持
参
の
役
を
つ
と
め
て
い
る
。
時
宗
よ
り
二
十
一
年
の
年
長
で
あ
る
。
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時
宗
の
後
見
役
的
な
傾
向
は
こ
れ
で
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
。
『
保
暦
間
記
』
な
ど
は
、
泰
盛
を
時
宗
の
舅
だ
っ
た
か
ら
並
ぶ
人
も
無
か
っ

た
と
記
し
て
い
る
。
事
実
上
は
時
宗
は
泰
盛
の
妹
婿
で
義
弟
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
泰
盛
と
堀
内
殿
と
は
兄
妹
と
言
う
よ
り
親
子
の
よ
う

な
関
係
で
あ
っ
た
ｏ
堀
内
殿
が
泰
盛
の
猶
子
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
推
測
も
残
し
て
お
い
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
泰
盛
は
一
門
の
惣
領

と
し
て
二
十
二
歳
年
下
の
妹
を
愛
育
し
て
い
た
。
松
下
禅
尼
の
存
在
は
、
お
そ
ら
く
堀
内
殿
を
時
宗
の
妻
に
す
る
方
向
を
強
め
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
堀
内
殿
の
結
婚
が
、
安
達
氏
惣
領
泰
盛
と
北
条
時
頼
の
合
意
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

通
）

安
達
泰
盛
の
選
択
に
、
北
条
時
宗
が
得
宗
後
継
者
で
あ
る
か
ら
と
の
評
価
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

四
郎
時
盛
の
略
伝
は
『
関
東
評
定
伝
』
建
治
二
年
条
に
象
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
六
月
十
日
高
野
山
で
四
十

五
年
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
逆
算
す
れ
ば
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
義
景
三
十
二
歳
の
と
き
の
生
ま
れ
で
、
泰
盛
よ
り
十
歳
年
下
で
あ

る
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
三
十
三
ヶ
所
ほ
ど
所
見
が
あ
り
、
建
長
二
年
元
旦
年
始
の
儀
に
泰
盛
と
と
も
に
同
四
郎
時
盛
と
し
て
見
え
る
の
が

同
書
を
含
め
た
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
。
以
下
、
同
書
で
は
ほ
と
ん
ど
供
奉
の
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
も
泰
盛
と
一
緒
に
供
奉
し
て
い
る
例

が
多
い
。
他
で
は
正
嘉
元
年
十
二
月
二
十
四
日
、
文
応
元
年
二
月
二
十
日
、
廟
衆
と
し
て
見
え
る
こ
と
、
文
応
元
年
正
月
二
十
日
昼
番
衆

と
し
て
見
え
る
こ
と
が
や
や
注
目
を
ひ
く
程
度
で
あ
る
。
犬
追
物
・
御
鞠
奉
行
な
ど
を
し
て
い
る
か
ら
、
射
芸
・
蹴
鞠
に
は
巧
み
で
あ
つ

（
胸
）

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
と
に
詠
歌
に
は
す
ぐ
れ
て
い
た
。

弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
十
一
月
二
十
二
日
、
北
条
時
頼
の
卒
去
に
と
も
な
い
、
二
十
三
歳
で
兄
頼
景
と
と
も
に
出
家
し
、
法
名
を
漉

忍
と
号
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
兄
の
頼
景
と
同
じ
く
時
の
字
は
あ
る
い
は
時
頼
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
Ｍ
）

法
名
は
後
に
道
供
（
道
洪
）
と
改
め
て
い
る
。
こ
の
出
家
の
記
事
以
後
、
『
吾
妻
鏡
』
に
所
見
は
な
い
。
『
外
記
日
記
』
に
よ
る
と
、
文

永
三
年
（
一
二
六
六
）
七
月
二
十
一
日
、
二
階
堂
行
忠
（
法
名
行
一
）
と
と
も
に
関
東
の
使
者
と
し
て
上
洛
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
将

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）
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安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

軍
宗
尊
親
王
が
将
軍
職
を
廃
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
出
家
は
し
て
も
重
要
政
務
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
永
四
年

十
一
月
に
は
関
東
評
定
衆
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
九
月
、
遁
世
し
て
ひ
そ
か
に
鎌
倉
の
寿
福
寺
に
入
り
、

同
月
十
五
日
所
帯
を
悉
く
収
公
さ
れ
て
い
る
。
一
門
か
ら
義
絶
さ
れ
た
の
は
こ
の
と
き
で
あ
ろ
う
。
時
盛
の
「
遁
世
」
が
少
な
く
と
も
一

門
的
な
行
為
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
北
条
義
政
の
遁
世
と
も
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
盛
が
卒
去
し
た
と
き
、

義
絶
の
故
に
相
模
国
司
後
室
（
堀
内
殿
）
・
泰
盛
以
下
の
兄
弟
は
喪
に
服
し
な
か
っ
た
、
と
『
関
東
評
定
伝
』
は
伝
え
て
い
る
。
『
尊
卑

分
脈
』
に
よ
る
と
、
時
盛
の
子
息
時
長
は
「
母
出
羽
守
行
義
女
」
と
あ
り
、
二
階
堂
系
図
と
も
合
致
す
る
。
評
定
衆
二
階
堂
行
義
は
文
永

五
年
（
一
二
六
八
）
閏
正
月
二
十
五
日
六
十
六
歳
で
卒
し
て
い
る
。
な
お
、
時
長
は
弘
安
八
年
霜
月
騒
動
の
お
り
自
害
し
て
い
る
。

五
郎
重
景
は
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
三
日
、
城
五
郎
重
景
と
し
て
格
子
番
二
番
に
見
え
る
の
を
初
め
と
し
て
、
弘
長
元
年

（
一
二
六
一
）
八
月
五
日
城
五
郎
左
衛
門
尉
と
し
て
供
奉
の
障
り
を
申
し
た
記
事
に
至
る
ま
で
、
『
吾
妻
鏡
』
に
十
二
ヶ
所
見
え
る
。
母

も
年
齢
も
不
詳
。
初
見
の
建
長
四
年
に
は
す
で
に
元
服
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
十
歳
ぐ
ら
い
だ
と
す
る
と
四
郎
時
盛
よ
り

少
し
年
下
で
あ
る
。
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
十
二
月
二
十
九
日
の
格
子
番
四
番
で
は
城
五
郎
重
景
と
あ
り
、
翌
年
元
旦
に
は
城
五
郎
左

衛
門
尉
と
あ
る
。
以
下
の
所
見
に
は
す
す
べ
て
左
衛
門
尉
の
官
途
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
で
は
、
格
子
番
・
廟
衆
の
記
事
以

外
は
、
多
く
供
奉
の
記
事
で
あ
る
。
後
に
出
家
し
て
、
弘
安
八
年
の
霜
月
騒
動
で
訣
殺
さ
れ
て
い
る
。

六
郎
顕
盛
に
つ
い
て
は
『
関
東
評
定
伝
』
弘
安
三
年
条
に
略
伝
が
見
え
る
。
弘
安
三
年
（
一
二
八
○
）
二
月
八
日
、
三
十
六
歳
で
没
し

て
い
る
か
ら
、
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
生
ま
れ
に
な
る
。
母
は
入
道
大
納
言
家
中
納
言
と
す
る
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
顕
盛
の
箇
所

に
は
「
母
雅
経
卿
女
城
尼
」
と
あ
る
。
同
書
の
飛
鳥
井
雅
経
の
女
子
に
城
介
義
景
の
妻
が
見
え
る
。
雑
経
は
『
新
古
今
集
』
の
撰
者
と
し

て
著
名
な
歌
人
で
あ
り
蹴
鞠
飛
鳥
井
一
流
の
祖
で
あ
る
。
関
東
と
の
縁
が
深
く
、
源
実
朝
と
藤
原
定
家
と
の
間
を
仲
介
し
、
鴨
長
明
の
鎌
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倉
下
向
を
斡
旋
し
た
り
し
て
い
る
。
雅
経
以
来
、
そ
の
子
教
定
・
孫
雅
有
は
関
東
祇
候
の
廷
臣
で
あ
り
、
安
達
氏
一
門
が
蹴
鞠
・
詠
歌
に

（
妬
）

秀
で
て
い
た
の
は
飛
鳥
井
家
と
の
縁
に
よ
る
こ
と
が
多
か
ろ
う
。
顕
盛
も
詠
歌
に
は
相
応
の
力
殿
を
有
し
て
い
た
。

『
吾
妻
鏡
』
に
は
三
十
三
ヶ
所
に
安
達
顕
盛
の
名
が
見
え
る
。
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
元
旦
が
初
見
で
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

七
月
十
六
日
が
最
後
で
あ
る
。
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
供
奉
関
係
で
、
兄
た
ち
と
同
様
、
廟
衆
・
格
子
番
・
昼
番
衆
な
ど
を
し
て
い
る
。
初

見
記
事
以
来
、
城
六
郎
顕
盛
と
し
て
見
え
る
が
、
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
元
旦
か
ら
兵
衛
尉
と
し
て
見
え
る
。
最
後
の
記
事
は
、
吉
川

本
で
は
城
六
郎
左
衛
門
尉
で
あ
る
。
『
関
東
評
定
伝
』
に
よ
れ
ば
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
四
月
、
左
衛
門
尉
藤
原
顕
盛
は
引
付
衆
に

加
わ
っ
て
い
る
。
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
三
月
、
加
賀
守
に
任
じ
叙
爵
さ
れ
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
評
定
衆
。
翌
年
引
付
衆
。

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
三
月
評
定
衆
と
な
り
、
弘
安
三
年
に
没
す
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
子
息
の
太
郎
左
衛
門
尉
宗
顕
の
母
は

平
政
村
の
娘
で
あ
り
、
『
北
条
系
図
』
も
同
様
で
あ
る
。
宗
顕
は
弘
安
八
年
の
霜
月
騒
動
で
二
十
一
歳
の
と
き
訣
殺
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
顕
盛
二
十
一
歳
の
と
き
の
子
で
あ
る
。

弥
九
郎
長
景
は
『
吾
妻
鏡
』
で
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
元
旦
か
ら
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
七
月
四
日
ま
で
、
計
十
九
ヶ
所
見
え

る
。
九
郎
長
景
と
記
し
た
箇
所
も
あ
る
が
、
正
し
く
は
弥
九
郎
長
景
で
あ
る
。
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
供
奉
関
係
で
、
兄
た
ち
と
同
様
、
廟

衆
を
し
て
い
る
。
『
関
東
評
定
伝
』
に
よ
る
と
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
十
一
月
、
左
衛
門
尉
藤
原
長
景
が
引
付
衆
に
加
わ
り
、
同
二

年
三
月
美
濃
守
に
任
じ
て
い
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
で
は
長
景
の
子
息
九
郎
宗
長
の
母
は
信
乃
判
官
行
忠
の
娘
と
あ
る
。
長
景
は
評
定
衆
二

階
堂
行
忠
（
法
名
行
一
）
の
娘
を
妻
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
公
衡
公
記
』
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
七
月
一
日
条
で
は
、
城
美
濃
守

長
景
は
二
階
堂
信
濃
判
官
入
道
行
一
癖
群
の
聟
だ
と
あ
る
。
長
景
に
歌
集
『
美
濃
前
司
長
景
集
』
の
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
に
は
弘
安
元
年
（
一
二
六
一
）
元
旦
か
ら
十
月
四
日
ま
で
の
間
に
計
五
ヶ
所
、
城
十
郎
時
景
の
名
が
み
え
る
。
初
見
の
年

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）
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安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

始
記
事
以
外
は
す
べ
て
供
奉
人
と
し
て
の
記
事
で
あ
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
十
郎
判
官
と
し
て
従
五
下
使
左
術
門
尉
」
と
記
し
て

い
る
。
『
関
東
評
定
伝
』
に
よ
る
と
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
十
一
月
、
左
衛
門
少
尉
時
景
が
引
付
衆
に
な
っ
て
お
り
、
弘
安
七
年
四

月
、
泰
盛
と
同
様
、
時
宗
の
卒
去
に
と
も
な
い
出
家
し
て
い
る
。
法
名
は
智
玄
と
い
う
。
弘
安
八
年
の
霜
月
騒
動
で
謙
殺
さ
れ
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
（
一
二
五
○
）
七
月
十
八
日
条
は
、
秋
田
城
介
義
景
の
男
子
出
生
を
記
し
て
い
る
が
、
年
齢
的
に
は
十
郎
時
景
が

も
っ
と
も
近
い
。
か
り
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
弘
安
八
年
三
十
六
歳
で
没
し
た
こ
と
に
な
る
。

多
賀
宗
隼
氏
は
『
鎌
倉
時
代
の
思
想
と
文
化
』
（
二
五
三
頁
）
で
、
「
報
恩
院
入
壇
資
」
「
統
伝
灯
広
録
』
を
引
き
、
醍
醐
三
宝
院
の

弘
義
阿
閣
梨
が
義
景
の
息
だ
と
い
う
所
伝
を
紹
介
し
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
二
十
七
歳
と
あ
り
、
泰
盛
と
同
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

異
母
兄
弟
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

以
上
、
安
達
泰
盛
の
前
半
生
及
び
そ
の
兄
弟
の
事
績
を
述
べ
て
き
た
。
安
達
氏
の
兄
弟
中
に
は
頼
景
・
時
盛
の
よ
う
な
、
惣
領
泰
盛
に

対
す
る
反
対
的
・
批
判
的
分
子
を
含
象
、
そ
の
族
的
結
合
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
泰
盛
は
か
な
り
強

引
な
族
的
統
制
を
行
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
北
条
氏
得
宗
・
北
条
氏
一
門
・
有
力
御
家
人
等
と
の
婚
姻
関
係
の
結
成
も
こ
の
こ
と
と
不
離

（
Ⅳ
）

で
あ
ろ
う
。
泰
盛
を
始
め
と
す
る
安
達
氏
一
門
の
真
言
宗
ｌ
高
野
山
信
仰
も
こ
の
面
か
ら
改
め
て
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
霜
月

騒
動
は
安
達
氏
の
族
的
結
合
と
政
治
的
緊
張
に
か
か
わ
る
族
内
外
の
諸
問
題
を
敗
滅
の
相
に
お
い
て
開
示
し
た
。
そ
れ
に
至
る
経
緯
は
追

っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

戸

,－，，－、註
2 1ｰ’
ｰｰ

『
尊
卑
分
脈
』
（
刊
本
・
第
二
篇
二
八
八
頁
）
に
義
景
の
女
に
配
し
「
平
貞
時
朝
臣
母
、
号
潮
音
院
尼
」
と
記
し
て
い
る
。

安
達
盛
長
に
つ
い
て
は
、
新
田
英
治
「
安
達
盛
長
」
（
佐
藤
進
一
編
『
日
本
人
物
史
大
系
』
第
二
巻
中
世
、
一
九
五
九
年
九
月
、
朝
倉
書
店
）
、
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（
３
）
今
村
義
孝
「
出
羽
国
司
の
性
格
Ｉ
秋
田
城
介
の
場
合
ｌ
」
（
『
秋
大
史
学
』
創
刊
号
、
一
九
五
二
年
三
月
）
は
古
代
を
中
心
に
し
て
い
る
が
、
安

達
氏
の
秋
田
城
介
の
理
解
に
参
考
に
な
る
。

（
４
）
佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
謹
制
度
の
研
究
』
、
一
九
七
一
年
六
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。

（
５
）
御
家
人
と
法
曹
吏
僚
と
は
互
い
に
相
即
し
て
お
り
、
簡
単
に
区
別
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
が
か
り
に
、
小
笠
原
氏
・
宇
都
宮
氏
な
ど
は
前
者
、

武
藤
氏
・
二
階
堂
氏
は
後
者
と
し
て
お
く
。

（
６
）
以
下
『
吾
妻
鏡
』
所
見
の
安
達
氏
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
人
名
索
引
』
（
一
九
七
一
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
看
。

（
７
）
『
帝
王
編
年
記
』
同
日
条
は
安
達
泰
盛
を
義
景
の
長
子
と
し
、
頼
景
を
泰
盛
の
舎
弟
と
す
る
が
、
本
文
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
頼
景
は
泰
盛
の
兄

（
庶
兄
か
）
で
あ
る
。
泰
盛
が
安
達
氏
の
惣
領
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
き
た
誤
解
で
あ
ろ
う
か
。

（
８
）
以
後
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
る
。
安
達
泰
盛
に
つ
い
て
は
鎌
倉
後
期
ｌ
得
宗
専
制
を
扱
っ
た
論
著
は
例
外
な
く
論
及
し
て
い
る
が
、
多
賀
宗
隼

『
鎌
倉
時
代
の
政
治
と
文
化
』
（
一
九
四
年
一
○
月
、
目
黒
書
店
）
、
佐
藤
進
一
「
鎌
倉
幕
府
政
治
の
専
制
化
に
つ
い
て
」
（
竹
内
理
三
編
『
日
本

封
建
制
成
立
の
研
究
』
一
九
五
五
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
、
石
井
進
「
霜
月
騒
動
お
ぼ
え
が
き
」
（
『
神
奈
川
県
史
だ
よ
り
』
、
一
九
七
三
年
三

月
）
、
網
野
善
彦
『
蒙
古
襲
来
『
（
一
九
七
四
年
九
月
、
小
学
館
）
、
武
井
尚
「
安
達
泰
盛
の
政
治
的
立
場
」
（
『
埼
玉
民
衆
史
研
究
』
創
刊
号
、

一
九
七
五
年
四
月
）
、
新
田
英
治
「
鎌
倉
後
期
の
政
治
過
程
」
（
岩
波
講
座
日
本
歴
史
６
中
世
２
、
一
九
七
五
年
二
月
）
、
渡
辺
晴
美
「
得
宗
専

制
体
制
の
成
立
過
程
」
（
『
政
治
経
済
史
学
』
一
二
五
・
一
三
九
・
一
六
二
号
、
一
九
七
六
年
七
月
’
七
九
年
二
月
）
、
奥
富
敬
之
『
鎌
倉
北
条

氏
の
基
礎
的
研
究
』
（
一
九
八
○
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
等
は
必
読
の
文
献
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
化
史
的
側
面
か
ら
の
次
の
よ
う
な
研
究
も

見
逃
せ
な
い
。
藤
原
猶
雪
『
日
本
仏
教
史
研
究
』
（
一
九
三
八
年
七
月
、
大
東
出
版
社
）
、
水
原
尭
栄
「
世
尊
寺
経
朝
と
安
達
泰
盛
と
の
関
係
及
び

町
石
率
都
婆
文
字
の
筆
者
」
（
『
積
翠
先
生
華
甲
寿
記
念
論
纂
』
、
一
九
四
二
年
）
、
山
岸
徳
平
「
藤
原
泰
盛
の
出
版
及
び
春
日
版
の
摺
経
」
（
岩

波
書
店
・
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
釦
、
一
九
五
九
年
二
月
）
、
愛
甲
昇
寛
『
高
野
山
町
石
の
研
究
』
（
高
野
山
大
学
内
密
教
文
化
研
究
所
、
一

九
七
三
年
一
二
月
）
、
山
西
明
「
真
名
本
『
曾
我
物
語
』
と
安
達
氏
」
（
東
京
教
育
大
学
中
世
文
学
談
話
会
編
『
和
歌
と
中
世
文
学
』
（
峯
村
文
人

先
生
退
官
記
念
論
集
）
、
一
九
七
七
年
三
月
）
、
後
藤
紀
彦
「
沙
汰
未
練
書
の
奥
書
と
そ
の
伝
来
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
、
一
九
七
七
年
五

月
）
、
福
田
晃
「
『
曾
我
物
語
』
覚
え
書
き
」
（
『
立
命
館
文
学
』
四
○
三
・
四
○
四
・
四
○
五
号
、
一
九
七
九
年
三
月
）
・
田
中
稔
「
秋
田
城
介

時
顕
施
入
の
法
華
寺
一
切
経
に
つ
い
て
」
（
『
大
和
文
化
研
究
』
五
’
六
、
一
九
六
○
年
六
月
）
も
参
考
と
な
る
。
な
お
、
吉
川
弘
文
館
『
国
史
大

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

あ
る
。

八
幡
義
信
「
鎌
倉
幕
政
に
お
け
る
安
達
盛
長
の
史
的
評
価
」
（
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
一
巻
三
号
、
一
九
七
○
年
三
月
）
等
の
専
論
が
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（
胆
）
『
関
東
往
還
記
』
弘
長
二
年
（
三
一
六
二
）
六
月
廿
日
条
に
「
故
奥
州
禅
門
後
家
妙
郵
麺
睦
嘩
井
女
輌
鋤
零
於
北
舎
受
斎
戒
」
と
あ
り
、
安
達
泰
盛

の
妻
が
北
条
重
時
の
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
過
）
安
達
時
盛
は
詠
歌
に
す
ぐ
れ
て
お
り
、
「
弘
長
元
年
七
月
七
日
将
軍
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
」
（
古
典
文
庫
一
四
七
冊
）
に
左
衛
門
権
少
尉

藤
原
時
盛
の
歌
十
首
が
拳
え
る
。
図
書
寮
蔵
十
一
冊
本
八
代
集
（
後
拾
遺
集
）
の
下
巻
奥
書
に
「
此
本
道
洪
法
師
燕
睡
碑
罐
依
夢
想
一
定
口
進
先
人
文
書

等
内
也
」
と
あ
り
、
歌
欝
の
収
集
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
松
田
武
夫
『
勅
撰
和
歌
集
の
研
究
』
二
五
七
頁
、
一
九
四
四
年
二
月
、

、

日
本
電
報
通
信
社
出
版
部
）
。
な
お
、
「
為
兼
卿
家
集
補
遺
」
（
『
続
々
群
書
類
従
』
十
四
’
六
二
八
頁
）
に
「
道
洪
法
師
す
す
め
侍
け
る
十
首
歌

の
中
に
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
和
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
勅
撰
集
へ
の
入
集
歌
数
は
詠
歌
に
す
ぐ
れ
た
安
達
氏
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
も
っ
と
も

、

、

多
い
。
「
続
古
今
集
」
（
頼
景
一
）
「
続
拾
遺
集
」
（
頼
景
一
、
道
洪
四
、
長
景
二
、
時
景
一
）
「
新
後
撰
集
」
（
道
洪
一
）
「
玉
葉
集
」
（
義
景

、

、

、

、

一
、
頼
景
一
、
道
洪
一
、
顕
盛
一
）
「
続
千
戦
集
」
（
頼
景
一
、
道
洪
二
、
顕
盛
二
）
「
続
後
拾
遺
集
」
（
道
洪
三
）
「
新
千
戦
集
」
（
道
洪
二
）

、

「
新
後
拾
遺
集
」
（
道
洪
一
）
、
西
畑
実
「
武
家
歌
人
の
系
謎
哩
（
『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集
」
皿
、
一
九
七
二
年
二
月
、
）
参
看
。

、

（
Ｍ
）
前
注
諸
史
料
に
は
道
洪
と
し
、
『
関
東
評
定
伝
』
『
天
台
座
主
記
』
慈
禅
の
条
で
は
道
供
、
『
外
記
日
記
』
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
七
月
廿
一

、

日
条
に
は
城
四
郎
左
衛
門
入
道
道
渋
と
す
る
。

（
巧
）
「
弘
長
元
年
七
月
七
日
将
軍
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
」
に
藤
原
顕
盛
（
当
時
十
七
歳
）
の
歌
が
十
首
収
め
ら
れ
て
お
り
、
勅
撰
集
へ
の
入
集

状
況
は
（
咽
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
躯
）
『
隣
女
和
歌
集
』
（
『
群
書
類
従
』
九
’
四
四
八
頁
）
に
「
長
景
す
す
め
侍
し
奇
の
中
に
同
題
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
『
東
巌
安
禅
師
行
実
』
（
『
続
群
書
類
従
』
九
上
三
二
三
頁
）
に
「
奥
州
禅
門
命
執
事
玉
村
、
於
和
賀
江
上
建
居
之
、
山
号
福
光
、
寺
号
聖
海
、
師

住
数
歳
」
と
あ
り
、
安
達
泰
盛
が
執
事
玉
村
に
命
じ
鎌
倉
の
和
賀
江
に
聖
海
寺
を
建
て
て
東
巌
慧
安
を
住
持
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
玉
村

が
安
達
泰
盛
の
執
事
で
あ
る
こ
と
は
『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
詞
八
・
詞
十
四
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
泰
盛
は
臨
済
禅
に
対
し
て
も
外
護
を
加
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
の
中
心
が
真
言
宗
Ｉ
高
野
山
信
仰
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

安
達
泰
盛
と
そ
の
兄
弟
（
川
添
）

辞
典
』
１
（
一
九
七
九
年
三
月
）
に
安
達
氏
関
係
項
目
が
あ
る
。

（
９
）
多
賀
宗
隼
『
鎌
倉
時
代
の
思
想
と
文
化
』
二
四
八
頁
、
一
九
四
六
年
一
○
月
、
目
黒
書
店
。

（
皿
）
「
小
笠
原
三
家
系
図
」
（
『
続
群
書
類
従
』
五
下
一
二
三
頁
）
は
小
笠
原
時
長
の
女
子
に
「
秋
田
城
介
泰
盛
妻
」
と
し
て
い
る
。

（
、
）
信
濃
教
育
会
風
鍛
錬
醗
澤
る
信
濃
勤
皇
史
孜
』
二
七
七
頁
以
下
、
一
九
三
九
年
一
月
。
塚
田
正
朋
『
長
野
県
の
歴
史
』
八
三
頁
、
一
九
七
四
年
五

月
、
山
川
出
版
社
。

（”）


